
省

令

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
三
十
八
号

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ド
ー
ピ
ン
グ
の
防
止
活
動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
使
用
を
禁
止
す
べ
き
物
質
及
び
国
際
規
約
に
違
反
す
る
行
為
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
使
用
を
禁
止
す
べ
き
物
質
及
び
国
際
規
約
に
違
反
す
る
行
為
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
使
用
を
禁
止
す
べ
き
物
質
及
び
国
際
規
約
に
違
反
す
る
行
為
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
文

部
科
学
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
千
二
十
二
年
の
禁
止
表
」
を
「
二
千
二
十
三
年
の
禁
止
表
」
に
、「
二
千
二
十
二
年
一
月
一
日
」を「
二

千
二
十
三
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
」
を
「
二
千
二
十
三
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




		2022-12-22T14:42:47+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	国立印刷局より署名済み




